
（ 公 印 省 略） 

三人第  ３  号 

    令和８年５月１日 

 

各区長 様 

 

三木市人権推進課 

課長 平田 美香 

 

 

令和８年度「隣保館だより」の回覧について（依頼） 

 

 

新緑の候、ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

日頃は、人権推進課の事業につきまして、格別のご協力を賜り厚くお

礼申しあげます。 

さて、人権啓発資料の「隣保館だより」を市民の多くの皆様に読んで

いただきたく、発行月におきまして、お手数をおかけいたしますが、全

戸回覧についてご協力賜りますようよろしく願いいたします。 

 

  

記 

 

 

１ 送 付 物   「隣保館だより」 

 

２ 送 付 部 数  貴地区の回覧部数  

    

３ 連 絡 先  人権推進課 人権施策推進係 

            電話：８２－８３８８ 

          

 

 

 

 

 

 



（ 公 印 省 略） 

三人第  ３  号 

    令和８年５月１日 

 

各区長 様 

 

三木市人権推進課 

課長 平田 美香 

 

 

令和８年度「隣保館だより」の配布について（依頼） 

 

 

新緑の候、ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

日頃は、人権推進課の事業につきまして、格別のご協力を賜り厚くお

礼申しあげます。 

さて、人権啓発資料の「隣保館だより」を市民の多くの皆様に読んで

いただきたく、発行月におきまして、お手数をおかけいたしますが、全

戸配布についてご協力賜りますようよろしく願いいたします。 

 

  

記 

 

 

１ 送 付 物   「隣保館だより」 

          

２ 送 付 部 数  貴地区の配布部数  

    

３ 連 絡 先 人権推進課 人権施策推進係 

               電話：８２－８３８８ 

           











( 公 印 省 略 ) 
                  三 人 第 ２ 号 

令和８年５月１日 
 

各 区 長  様 
 
 

男女共同参画センター所長 平田 美香  
 
 

情報誌「こらぼーよ  第７６号２０２６・春」について  
（依頼）  

 
新緑の候、貴職にはますますご清栄のこととお喜び申し上

げます。  
日頃は、まちづくり地域活動の振興について、格別のご理

解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、別添のとおり三木市男女共同参画センター情報誌「こ

らぼーよ  第７６号２０２６・春」をお届けいたします。  
つきましては、誠に恐縮に存じますが、貴地区での回覧を

お願い申し上げます。  
  

記  
 
１ 送付物    ・三木市男女共同参画センター情報誌  

「こらぼーよ 第７６号２０２６・春」 
 
２ お届けの枚数  各地区の回覧枚数  
 
 
 

【担当課】市民生活部  人権推進課  
男女共同参画センター  
（三木市立教育センター内）  
℡：８９－２３３１  



 

 

 

第 76 号 
 2026・春 

7 /5 日  
1 3 : 0 0 ～ 1 4 : 4 5  

「一歩踏み出した先に見えた景色」 
～経験が教えてくれた挑戦の力～ 

講師：白井
し ら い

 文
あや

さん (元尼崎市長) 

場所：三木市立教育センター 
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年 間 テーマ 

「 若者・女性に選ばれるまち三木へ 」  



 

みなさんこんにちは。いつも主夫日記にお付き合いいただきありがとうございます。 

春のこの時期は、別れや新しい出会いの季節ですが、いかがお過ごしでしょうか。 

先日、いつものスーパーマーケットに買い物に行ったら、実習生の名札をつけた新

人の方がレジに居られて、慣れない手つきで会計をしてくれました。 

 その姿を見ていると、僕が大学時代ほとんど料理を作れなかったことを思い出しま

した。しかし、大学時代のアルバイトや主夫を経験することで料理が作れるようにな

りました。仕事でもプライベートでも色々な経験をしてきましたが、今は、男女の役

割がもう少し変わって欲しいと思いながら、こらぼーよの記事を書かせてもらってい

ます。 

  

 

 さて、みなさんは、将来こんなふうに暮らしたいとか身の周りにこんなことがあっ

たらいいなとか思うことはありませんか？ 

理想の自分に近づいたり新しく何か行動を起こしたりしたい時、スポーツだったら

弱い部分を強化するトレーニングを行ったり、まず何ができるか考えたりすると思い

ます。 

人には誰でも得意なことや、各々の貴重な人生経験があります。自分ではなかなか

気づくことができませんが、それらの「得意なこと」や「貴重な経験」を活用すること

は、自分がありたい姿に近づく近道です。 

 

例えば福祉の分野では、得意なことで不得意なことを補います。そのためにその人

の行動をポジティブに捉えて活用します。 

辛抱強いとか思慮が深いといった「性質・特徴」、絵を描くのが上手とか手先が器用

といった「才能や技能」、仲間が居るなどといった「環境」、興味や感心を強く持って

いるといった「関心と熱望」などの個人の特徴を長所と捉え活用するのです。 

 

 

 

 

 

 

他には、とある銀行が提唱している「わたし資産」という考え方もあります。これ

はオリジナルの言葉で、「わたし資産」にはお金や家などの目に見える有形資産だけで

はなく、思い出や経験、知識、他者との絆といった無形資産も含まれます。 

自分がありたい姿になるためにも、「わたし資産」を見つけ育むことが大切なのだそ

うです。 

 

 「わたし資産」を見つける方法は色々ありますが、この機会にみなさんもご自分の

得意なことなどを改めて考え、これからの生き方に活用していただけたらありがたい

と思います。 

さて、僕はもう少し体力を維持したいです。ちょっとトレーニングに行ってきます！  

  

主夫日記「見つけよう『わたし資産』」 

(編集委員：I) 

 



  

 

私 はちょうど 10 年 前 の 2016 年 4

月 1 日 、縁 もゆかりもない三 木 市 に家 を

購 入 し引 っ越 してきました。夫 の転 勤 先 で

あった東 北 で 3 年 間 住 んだ後 、長 女 の中

学 校 入 学 に合 わせたタイミングでした。本

当 はもっと山 奥 で田 舎 暮 らしがしたかった

のですが、それでは子 どもたちが大 学 に入

学 した際 、下 宿 しか選 択 肢 がなくなり、金

銭 的 にも厳 しいため、それはあきらめて

…。夫 と私 の実 家 の中 間 地 点 である兵 庫

県 の中 で、子 どもたちが大 学 に入 学 した 

ときに神 戸 まで通 え

るギリギリの田 舎 を

探 した結 果 が三 木 市

でした。 

 

10 年 間 三 木 市 に住 んで思 うことは、

「三 木 」というまちを大 切 に思 われている

方 が多 いということ。ずっと転 勤 族 だった

ので、あまり住 んでいるまちに興 味 を持 つ

ことなく生 活 してきた、というのもあるの

かもしれませんが、多 くの住 民 の方 が「三

木 」のまちや人 のためにさまざまなことに

尽 力 されていることを知 りました。そして、

私 自 身 も三 木 市 で暮 らす中 で、いろいろ

な活 動 をしている方 々と知 り合 うことがで

き、今 ではそれらの人 とのつながりが私 の

大 切 な「資 産 」となりました。 

 

「立 地 」という現 実 的 理 由 で選 んだ三 木

市 でしたが、10 年 たって振 り返 ってみる

と、このまちで出 会 った人 たちこそが私 の

暮 らしを豊 かにしてくれていると感 じてい

ます。これからもこのまちでのご縁 を大 切

にしながら、三 木 市 での暮 らしを楽 しんで

いきたいと思 います。      

 
「わたしの資 産 」、それは今 まで出 会

った人 との関 わりです。 
約 10 年 前 、家 族 の病 気 で困 難 が

続 き不 安 な中 、「１人 で無 理 せず帰 って
おいで」と声 をかけてくれたのが実 家 の
裏 に住 むご夫 婦 でした。ご夫 婦 はその後
も定 期 的 に声 をかけてくれたり、野 菜 を
お裾 分 けしてくれたりと、気 にかけていた
だきました。お 2 人 は今 でも大 切 な存 在
で、畑 仕 事 をしている姿 から、「私 も頑 張
ろう」と力 をもらっています。 
 

人 間 関 係 は移 り変 わるものですが、
私 達 の人 生 にとって空 気 のように欠 か
せない存 在 です。家 族 や親 戚 、友 人 、地
域 の方 々との繋 がりや思 い出 が生 きる
原 動 力 です。時 に傷 つくこともあります
が、そんな時 こそ支 えてくれる人 を思 い
出 し、負 の感 情 を「なにくそ根 性 」のエネ
ルギーに変 えたいと 
思 っています。 
 
 
 

ここで、私 の生 まれ育 った三 木 市 につ
いても少 し触 れたいと思 います。三 木 市
は都 会 へのアクセスが良 好 で、豊 かな農
産 物 や金 物 産 業 が盛 んな地 域 です。そ
んな三 木 市 を、私 も娘 たちも故 郷 として
心 の支 えにしています。 

ある意 味 故 郷 そのものも「わたしの資
産 」かもしれません。 
 

今 後 、合 理 的 になる世 の中 で人 間 関
係 の希 薄 さを感 じることがあるかもしれ
ませんが、自 身 含 め、誰 もが今 ある環 境
を基 盤 に、ひとりでないことを心 に留 め、
「人 間 関 係 」を豊 かにしてほしいと思 い

ます。                

わたしが三木市を選んだ理由 人とのつながりを大切に 

 

(編 集 委 員 ：O) (編 集 委 員 ：T) 
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ここでは三 木 市 の現 状 を少 しご紹 介 します。 

現 在 日 本 の各 地 では、若 者 、とりわけ女 性 の都 市 部 への流 出 が問 題 になっています。女 性 の

流 出 は少 子 化 や地 域 の衰 退 を一 気 に加 速 させると言 われており、三 木 市 も例 外 ではありませ

ん。 
 

上 の図 でも分 かるように、男 性 よりも女 性 の減 少 率 の方 が約 1.2 倍 大 きいのです。 

 

要 因 は様 々ですが、内 閣 府 が行 った調 査 によると、都 市 部 へ転 出 した理 由 として「地 元 から

離 れたかったから」を選 択 した女 性 は、それ以 外 の理 由 で転 出 した女 性 に比 べると、「性 別 によ

る固 定 的 な役 割 分 担 意 識 (※)」を強 く感 じていたことが分 かりました。この結 果 は、「地 方 では

居 場 所 や活 躍 する機 会 を奪 われている」と感 じている女 性 が多 い、とも言 えます。 

若 い女 性 の減 少 は、出 生 率 の低 下 や人 口 減 少 に直 結 します。 

「女 性 に選 ばれるまち」になるためには、性 別 に関 係 なく個 性 と能 力 を発 揮 できる環 境 整 備

や魅 力 的 な地 域 づくりが重 要 なのです。 

 

春 号 では「わたし資 産 」についてお届 けしましたが、性 別 に関 係 なく誰 もが「わたし資 産 」を活

用 することができれば、きっと「活 気 あふれる魅 力 的 な地 域 づくり」に繋 がるはずです。 

これから１年 間 は、１人 １人 、特 に若 者 や女 性 が輝 くためのヒントや情 報 をお届 けすることがで

きれば、と思 っています。 

(※)「家 事 ・育 児 ・介 護 は女 性 の仕 事 」「家 を継 ぐのは男 性 が良 い」等 の価 値 観  

 
 

20 歳 ～39 歳 までの男 性 の人 口 を 

100％  とした時 …  

2005 年 12 月 末  

20 歳 ～39 歳 までの男 性 の人 口  

65.2% 

2025 年 12 月 末  

— 34.8%  

20 歳 ～39 歳 までの女 性 の人 口 を 

100％  とした時 …  

2005 年 12 月 末  

20 歳 ～39 歳 までの女 性 の人 口  

59.0%   

2025 年 12 月 末  

— 41.0%  

20 年後 … 

三 木市 立 教 育セ ン タ ー ご 案 内  

 

 

(三 木 市 男 女 共 同 参 画 センター) 



三 赤 第 １ 号 

令和８年５月１日 
 
 各 区 長  様 
 

日本赤十字社兵庫県支部 

三木市地区長 仲田 一彦 

 

 

令和８年度「赤十字会員増強運動」に係る活動資金募集 

への協力について（依頼） 
 
 
 新緑の候、貴台におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げ

ます。 

 平素は、三木市地区日本赤十字事業の推進に格別のご理解とご協力を

賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、本年も日本赤十字社では、災害救護を使命の第一として、国際

的な援助活動とともに、施設の整備、機能の充実、資器材の整備等々、

災害救護体制の一層の充実・強化、また医療事業、血液事業等の拡充・

強化を図ります。 

 つきましては、この運動の趣旨にご賛同いただき、活動資金募集につ

いてご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 

記 
 
令和７年度活動資金募集実績額 ： ２，５３４，８３８ 円 

 

※ 集めていただいた活動資金は、配布資材に同封の振込用紙にてゆう

ちょ銀行でお振込みいただけます（手数料無料）。また、市福祉課、

吉川支所健康福祉課もしくは各地区の市立公民館でもお預かりいた

します。 

※ 金額が明確な場合はその場で領収書をお渡ししますが、硬貨が多い

等の理由で確認できない場合は一旦預かり証をお渡しし、後日、領収

書を送らせていただきます（ご希望の送付先をお伝えください）。 

※ ６月以降も受け付けることはできますが、例年、５月中が「赤十字

運動月間」であるため、５月中での受付にご協力をお願いいたしま

す。 

 

【お問合せ先】 

三木市上の丸町１０－３０（三木市役所福祉課内） 

日赤兵庫県支部 三木市地区事務局 

電 話 ８２－２０００（代表） 
ＦＡＸ ８２－９９４３ 



 

令和８年度 赤十字活動資金募集事務取扱い要領 

【配布資材】 

(1) 兵庫県支部長(知事)挨拶状 

(2) 活動資金募集への協力について(依頼) 

(3) 赤十字活動資金募集事務取扱い要領(本紙)  

(4) 冊子：令和８年度活動資金募集の手引き 

(5) 冊子：令和７年度兵庫県支部事業報告 

(6) 日本赤十字社の使命（活動内容等資料） 

 

(7) 振込用紙付チラシ 

(8) 回覧用チラシ(カラーA4 版) 

(9) 協力証シール 

(10) 赤十字活動資金受領書(10 枚綴) 

(11) ポスター（A４版） 

(12) 募金袋、白封筒 

【取扱い要領】 
１）チラシを活動周知のため自治会内で回覧していただき、ご理解とご協力のも

と、５００円を目安に自由な金額を納めていただくよう、お勧めください。 

※決して強制ではありません。また、職場や学校等で納めてくださる方もお

られますので、ご配慮をよろしくお願いいたします。 

２）納入額が２，０００円以上の方には 

必ず受領書（２枚複写の白色の方）を 

発行し、お渡しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）納入額が２，０００円未満の方は、希望する方にのみ受領書を発行してくだ

さい。 

４）協力証シールは、ご協力いただいたすべての方に配付できますので、希望す

る方にはお渡しください。 

５）総額を確認のうえ、下記納入場所へ活動資金をお持ちください。その際、受領書

の控え（黄色の収納報告書）と余った資材も一緒にご提出ください。 

６）資材の不足等がございましたら、下記問合せ先へご連絡ください。 

 

【納入場所・お問合せ先】 
●日本赤十字社兵庫県支部三木市地区事務局 

⇒三木市役所健康福祉部 福祉課 総務・監査係：℡82－2000（代表） 

●吉 川 支 所  健 康 福 祉 課  健 康 福 祉 係：℡72－2210（代表） 

※納入は各公民館でも受け付けています。 

※振込用紙にてゆうちょ銀行からお振込みいただけます。 

 

裏面（事務の流れ）へ

① ～③の該当箇所に 

チェックを入れる。 

②もしくは③に該当の

場合、郵便番号と住所を

記入。 

 

日付、金額、氏名を記入 

取扱者欄に押印 

もしくはサイン 



 

赤十字活動資金募集事務の流れ 
 
 
 
 

 
 

チラシを自治会内で回覧、ポスターの掲示 

※赤十字活動の周知のため、よろしくお願いいたします。 

自治会費より一括納入 
※活動資金募集に際しては、できるだけ個別訪問を

基本としていただきたいと存じますが、自治会費

より一括納入の場合は、強制的な納入とならない

よう、自治会員の皆さまの同意を得るなどしたう

えで、ご協力いただきますようお願いいたします。 

各戸を回り活動資金への協力を募る 
※活動資金への協力は決して強制ではありません。 
※各戸に協力を依頼するための封筒等ご用意できます。 

事前に総額を確認のうえ、活動資金を納入 

納入方法：①三木市役所福祉課／吉川支所健康福祉課／各地区市立公民館にて納入 

※窓口で受付担当者が金額を確認できる場合は、その場で領収書をお渡しします。硬貨が多い等の理由で確認できない 

場合は預かり証をお渡しし、後日金額を確認した上で領収書を郵送いたします（ご希望の送付先を受付担当者にお伝え 

ください）。 

※領収書に記載の金額と、事前に確認した金額が一致していることをお確かめください。 

      ②振込用紙にてゆうちょ銀行で振込みにて納入 

      ※ご依頼人のおなまえに自治会名を必ず記入ください。（自治会名が不明の場合、活動助成金が交付できません。） 

①②ともに受領書の控えと余った資材は、市役所/吉川支所/各地区市立公民館までお持ちください。 

必ず受領書を発行 希望者にのみ受領書を発行 

希望者に協力証シールを配布 

納入額２，０００円以上 納入額２，０００円未満 



（ 公  印  省 略 ） 
三 社 協相 第１ 号 
令和８年５月１日  

 
各 区 長 様 

 
                 三木市社会福祉協議会 

事務局長  道本 寛幸 
 
 

令和８年度「映像で学ぶ成年後見制度・出前講座」 
「成年後見専門相談」回覧のご協力について（ご依頼） 

 
新緑の候、区長様におかれましては、ますますご健勝のこととお

喜び申しあげます。 
日頃は、本会事業に格別のご理解、ご協力をいただき厚くお礼申

しあげます。 
さて、この度、高齢や障がいにより判断能力が低下した方の権利

擁護活動を展開する成年後見支援センター事業におきまして、地域

の方々に本事業を周知させていただくことを目的に「映像で学ぶ成

年後見制度・出前講座」「成年後見専門相談」のチラシを発行いたし

ました。 
つきましては、お手数をおかけいたしますが、貴自治会において

回覧のご協力をいただきたくお願い申しあげます。 
 
 

〇送付部数 貴地区の回覧部数＋予備２部 
 

 
 
 
 

 
【お問合せ先】 

三木市成年後見支援センター 
 三木市大塚１‐６‐４０（三木市総合保健福祉センター２階） 

電話（０７９４）８３－０２２６   
              担当 廣瀬、伊藤、花房 

 



専門家に相談し たい方はこ ち ら ！

相談日

会場

相談料

時間

相談内容

相談員

事前予約が必要です

令和８ 年４ 月 ９ 日（ 木） １ ０ 月 ８ 日（ 木）

５ 月１ ４ 日（ 木） １ １ 月１ ２ 日（ 木）

６ 月１ １ 日（ 木） １ ２ 月１ ０ 日（ 木）

７ 月 ９ 日（ 木） 令和９ 年 １ 月１ ４ 日（ 木）

８ 月１ ３ 日（ 木） ２ 月１ ８ 日（ 木）

９ 月１ ０ 日（ 木） ３ 月１ １ 日（ 木）

１３：３０〜１６：３０（１組５０分・先着３組）

三木市総合保健福祉センター ２階
（三木市大塚１丁目６−４０）
司法書士（公益社団法人 成年後見センター リーガルサポート兵庫支部）
三木市成年後見支援センター職員

◎成年後見制度の仕組みについて
◎成年後見制度に関する財産管理、処分について
◎悪徳商法の被害などから身を護る方法について

無料

「三木市成年後見支援センター事業」は、三木市から三木市社会福祉協議会が受託して実施しています。

電話で予約を
受け付けています

回
覧



【問合せ・申込先】
三木市成年後見支援センター（三木市社会福祉協議会内）

「三木市成年後見支援センター事業」は、三木市から三木市社会福祉協議会が受託して実施しています。
三木市大塚１丁目６−４０ 三木市総合保健福祉センター２階
電 話：８３−０２２６ ＦＡＸ：８６−０８６０

令和８年度

を
学んでみませんか？

最近、「成年後見制度」「後見人」という言葉を見たり聞いたりする機会が増えていま
せんか？

三木市成年後見支援センターでは、「どのような制度か知りたい」という方に向けて、

初心者向けの説明会や出前講座を開催しています。ぜひ気軽にご参加ください！

せいねんこうけんせいど

映像で学ぶ成年後見制度

まずは、 どんな制度か知り たい方にお勧め！

開催日 時間 場所

５ 月２ ２ 日（ 金） １ ４ 時～１ ５ 時 三木市総合保健福祉センタ ー２ 階

７ 月２ ４ 日（ 金） １ ０ 時～１ １ 時 吉川健康福祉センタ ー１ 階

９ 月１ ８ 日（ 金） １ ０ 時～１ １ 時 三木市総合保健福祉センタ ー２ 階

１ １ 月１ ３ 日（ 金） １ ０ 時～１ １ 時 三木市総合保健福祉センタ ー２ 階

１ 月２ ２ 日（ 金） １ ４ 時～１ ５ 時 吉川健康福祉センタ ー１ 階

３ 月２ ６ 日（ 金） １ ４ 時～１ ５ 時 三木市総合保健福祉センタ ー２ 階

【 内容】 Ｄ Ｖ Ｄ 上映「 自分ら し い明日のために」 ～早見優が案内する成年後見制度～
※制度改正に伴い、 変更になる可能性があり ます。

【 申込】 開催日の前日までに電話、 ＷＥ Ｂ フ ォ ームのいずれかで
お申し 込みく ださ い。
●５ 分前にはお越し 下さ い。

Ｄ Ｖ Ｄ 上映 約３ ０ 分、 その後 質疑応答の時間を 設けています。

送迎を希望さ れる方は

ご相談く ださ い♪

出前講座

も っ と 、 地域の身近なと こ ろ で、 話を 聞いてみたい！そんな声にお応えし 、
出前講座も 実施し ています！ぜひ、 地域の集まり 、 研修などでご利用く ださ い。

【 内容】 成年後見制度について、 職員がふれあいサロンなどに出向き 、 説明し ます。
●Ｄ Ｖ Ｄ 上映も 可能です。
●３ ０ ～６ ０ 分程度

【 対象】 三木市内在住の人、 または市内の福祉関係事業所職員など、 １ グループ５ 人以上
でお申込みく ださ い。

【 申込】 開催予定日の１ ヶ 月前までに日時等をご相談の上、 お申込みく ださ い。
☎ 0794-83-0226



( 公  印  省  略 ) 

三 健 第 ４ ７ 号 

令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日              

 

各 区 長  様                                                       

三木市健康増進課 

  課長 石原 享子 

 

 

令和８年度｢歯と口の健康展｣チラシの回覧およびポスター掲示に 

ついて（依頼) 

 

  新緑の候､ ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は､ 本市の保健事業に対し､ 御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます｡ 

さて､ みだしの件について、令和８年度「歯と口の健康展」を６月７日(日)に三木市総

合保健福祉センターにおいて開催することとなりました｡ 

 つきましては､お忙しいところお手数をおかけしますが、別紙案内チラシの全戸回覧お

よびポスター掲示について、御協力いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

1 送 付 物       令和８年度「歯と口の健康展」チラシおよびポスター 

                

2 送付部数       貴地区の回覧部数および掲示部数 

 

3 ポスター掲載期間  令和８年６月２１日まで 

 

4 連 絡 先       健康増進課 健康政策係   

電話番号  ０７９４－８２－２０００ 

 

 

 

 





( 公  印 省 略 ) 

三 健 第  ４ ６  号 

令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日 

  

各 地区 区長 協議 会会長 様  

 

三木市健康 増進 課 

課 長 石原 享 子 

 

「みっきぃ☆健康アプリ」のポスター掲 示について（ 依頼 ） 

 

 新緑の候、ますます御清栄のこととお喜び申しあげます。 

平 素は、本 市の健 康づくり推進 に対し、御 理解 と御 協 力を賜り、厚

く御礼申しあげます。 

 さて、「 みっきぃ☆健 康 アプリ」 は、市 民 の健 康 意 識 の向 上と、デジ

タル社 会 に親 しんでいただくために令 和 ４ 年 １ ０ 月 より実 施 していま

す。  

つきましては、多 くの市 民 の皆 さまに御 参 加 いただくため、ポスタ

ー掲示について、御協力いただきますようお願いいたします。 

 

記  

 

１  送付 物          「 みっきぃ☆健康アプリ」のポスター 

（掲 示板の空きスペースによっては、チラシを  

掲 示してください） 

  

２  送付 部数        貴 地区の掲示部数  

 

３  ポスター掲載期間   令和８年５ 月１日 ～令和９年 ３月３１日           

        

４  連絡 先          健康 増進課 健康 アプリ担当 

電 話番 号 ０７９４－８２－２０００  

 

 

 



( 公  印 省 略 ) 

三 健 第  ４ ６  号 

令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日 

  

各 区長 様  

 

三木市健康 増進 課 

課 長 石原 享 子 

 

「みっきぃ☆健康アプリ」のポスター掲 示について（ 依頼 ） 

 

 新緑の候、ますます御清栄のこととお喜び申しあげます。 

平 素は、本 市の健 康づくり推進 に対し、御 理解 と御 協 力を賜り、厚

く御礼申しあげます。 

 さて、「 みっきぃ☆健 康 アプリ」 は、市 民 の健 康 意 識 の向 上と、デジ

タル社 会 に親 しんでいただくために令 和 ４ 年 １ ０ 月 より実 施 していま

す。  

つきましては、多 くの市 民 の皆 さまに御 参 加 いただくため、ポスタ

ー掲示について、御協力いただきますようお願いいたします。 

 

記  

 

１  送付 物          「 みっきぃ☆健康アプリ」のポスター 

（ 掲示 板の空きスペースによっては、チラシを   

掲示してください）  

  

２  送付 部数        貴 地区の掲示部数  

 

３  ポスター掲載期間   令和８年５ 月１日 ～令和９年 ３月３１日           

        

４  連絡 先          健康 増進課 健康 アプリ担当 

電 話番 号 ０７９４－８２－２０００  

 

 

 



( 公  印 省 略 ) 

三 健 第  ４ ６  号 

令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日 

  

各 自治 体代 表者  様 

 

三木市健康 増進 課 

課 長 石原 享 子 

 

「みっきぃ☆健康アプリ」のポスター掲 示について（ 依頼 ） 

 

 新緑の候、ますます御清栄のこととお喜び申しあげます。 

平 素は、本 市の健 康づくり推進 に対し、御 理解 と御 協 力を賜り、厚

く御礼申しあげます。 

 さて、「 みっきぃ☆健 康 アプリ」 は、市 民 の健 康 意 識 の向 上と、デジ

タル社 会 に親 しんでいただくために令 和 ４ 年 １ ０ 月 より実 施 していま

す。  

つきましては、多 くの市 民 の皆 さまに御 参 加 いただくため、ポスタ

ー掲示について、御協力いただきますようお願いいたします。 

 

記  

 

１  送付 物          「 みっきぃ☆健康アプリ」のポスター 

（ 掲示 板の空きスペースによっては、チラシを   

掲示してください）  

  

２  送付 部数        貴 地区の掲示部数  

 

３  ポスター掲載期間   令和８年５ 月１日 ～令和９年 ３月３１日           

        

４  連絡 先          健康 増進課 健康 アプリ担当 

電 話番 号 ０７９４－８２－２０００  

 



WAON POINT eギフト 
500ポイント

WAON POINT eギフト 
500ポイント

※「WAON POINT」は、イオン株式会社の登録商標です。※「WAON POINT eギフト」は、イオンマーケティング株式会社が発行許諾するサービスであり、株式会社NTTカードソリューションは、その許諾に基づきサービスを提供しています。
※WAON POINT eギフトは、WAON POINTへ交換することができるギフトサービスです。詳しくはWAON POINT eギフトについて（リンク先URL：https://atgift.jp/user/item/waonpoint/）をご覧ください。

※WAON POINT eギフトから交換をするWAON POINTは、WAONポイントとは異なります。違いにつきましてはこちら（リンク先URL：https://www.smartwaon.com/ext/001/wp_diff/index.html）をご確認ください。
※本キャンペーン は【株式会社NTTデータ関西】による提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせはキャンペーン事務局【asliv-support@bss.nttdata-Kansai.co.jp】までお願いいたします。
※商標注記等についてはこちら（リンク先URL：https://atgift.jp/item/ejoica/trademark）をご確認ください。※特典のラインナップは予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。※本(DM・チラシ・カード等)を店頭でご提示いただ
いても、商品はご利用いただけません。

https://atgift.jp/user/item/waonpoint/
https://www.smartwaon.com/ext/001/wp_diff/index.html
mailto:asliv-support@bss.nttdata-Kansai.co.jp
https://atgift.jp/item/ejoica/trademark


8年



※特典のラインナップは予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本（DM・チラシ・カード等）を店頭でご提示いただいても、商品はご利用いただけません。

WAON POINT eギフト 
500ポイント

※「WAON POINT」は、イオン株式会社の登録商標です。※「WAON POINT eギフト」は、イオンマーケティング株式会社が発行許諾するサービスであり、株式会社NTTカードソリューションは、その許諾に基づきサービスを提供し
ています。※WAON POINT eギフトは、WAON POINTへ交換することができるギフトサービスです。詳しくはWAON POINT eギフトについて（リンク先URL：https://atgift.jp/user/item/waonpoint/）をご覧ください。
※WAON POINT eギフトから交換をするWAON POINTは、WAONポイントとは異なります。違いにつきましてはこちら（リンク先URL：https://www.smartwaon.com/ext/001/wp_diff/index.html）をご確認ください。
※本キャンペーン は【株式会社NTTデータ関西】による提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせはキャンペーン事務局【asliv-support@bss.nttdata-Kansai.co.jp】までお願いいたします。
※商標注記等についてはこちら（リンク先URL：https://atgift.jp/item/ejoica/trademark）をご確認ください。※特典のラインナップは予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。※本(DM・チラ
シ・カード等)を店頭でご提示いただいても、商品はご利用いただけません。

8年

https://atgift.jp/user/item/waonpoint/
https://www.smartwaon.com/ext/001/wp_diff/index.html
mailto:asliv-support@bss.nttdata-Kansai.co.jp
https://atgift.jp/item/ejoica/trademark


（  公 印 省  略  )  

三 商 第 １ 号 

令 和８ 年５ 月１ 日 

 

 各 区 長 様 

 

           三 木市産業 振 興部 商工振興 課 

課 長 小田 康輔      

 

三 木 市 プ レ ミ ア ム 付 デ ジ タ ル お 買 い 物 券 チ ラ シ の 回 覧 に つ い

て ( 依頼)  

 

新 緑 の 候 、 ま す ま す ご 清 栄 の こ と と お 喜 び 申 し 上 げ ま す 。 

平 素 は 、 商 工 行 政 に つ き ま し て 、 格 別 の ご 理 解 と ご 協 力 を

賜 り 、 厚 く お 礼 申 し 上 げ ま す 。  

さ て 、 三 木市 プ レ ミ ア ム 付デ ジ タ ル お 買い 物 券 の チ ラ シ の

全 戸 回 覧 に つ い て 、 お 忙 し い と こ ろ お 手 数 を お 掛 け し ま す が 、

ご 協 力 い た だ き ま す よ う お 願 い い た し ま す 。  

 

 

記  

 
１  送  付 物 「 三 木 市 プ レ ミ ア ム 付 デ ジ タ ル お 買 い 物 券

 の チ ラ シ に つい て （ お知 ら せ） 」  

 

２  送 付部 数  貴 地 区の 回覧部数  

 

３  問 合せ 先  三 木 市商 工振興課 商工業 振興係 

     TEL: 0794-82-2000（ 内線 2231）  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
回覧  
          

          

          

 

 各  位  

 

           三 木 市 商 工 振 興 課 長     

 

三 木 市 プ レ ミ ア ム 付 デ ジ タ ル お 買 い 物 券 の チ ラ シ に つ い て（ お 知 ら せ )  

 

新 緑 の 候 、 ま す ま す ご 清 栄 の こ と と お 喜 び 申 し 上 げ ま す 。  

平 素 は 、 商 工 行 政 に つ き ま し て 、 格 別 の ご 理 解 と ご 協 力 を 賜 り 、

厚 く お 礼 申 し 上 げ ま す 。  

三 木 市 で は 、 プ レ ミ ア ム 付 デ ジ タ ル お 買 い 物 券 の 発 行 を 行 い 、 物

価 高 騰 に 苦 し む 市 民 生 活 へ の 影 響 を 緩 和 す る と と も に 、 市 内 店 舗 を

対 象 と す る こ と で 地 域 に お け る 消 費 喚 起 や 、 商 業 の 活 性 化 を 支 援 し

て お り ま す 。  

ぜ ひ 、 三 木 市 プ レ ミ ア ム 付 デ ジ タ ル お 買 い 物 券 利 用 者 説 明 会 に ご

参 加 く だ さ い ま す よ う ご 案 内 い た し ま す 。  

 

 

記  

 

 

１  添 付 資 料  「 三 木 市 プ レ ミ ア ム 付 デ ジ タ ル お 買 い 物 券  チ ラ シ 」  

 

 

 三 木 市 商 工 振 興 課 商 工 業 振 興 係  

 TEL: 0794-82-2000 ( 内 線 2231)  

 FAX: 0794-82-9728  



説明会開催日・ 会場

📅

お気軽にご参加く ださ い!お気軽にご参加く ださ い!
デジタ ル商品券の使い方を分かり やすく ご説明し ま す

開催日 会場 備考

中央公民館

ス マート フ ォ ン
と

マイ ナンバーカード
（ ま たは運転免許証）

をご持参く ださ い。

別所町公民館

三木南交流センタ ー

志染町公民館

細川町公民館

口吉川町公民館

緑が丘町公民館

吉川町公民館

青山公民館

自由が丘公民館

※開催時間はいずれも 9:30～11:30です。

１ 口5,000円で 円分
申込上限： 1人につき 8口

三木市

令和８ 年度

三木市プレ ミ アム付き

デジタ ルお買い物券



令和８年５月１日 

 各 区 長  様 

三木市緑化推進委員会 

三木市区長協議会連合会 

会 長  鷲 尾  孝 司   

 

「緑の募金」へのご協力について（依頼） 

 

日頃は、地域の緑化活動にご尽力賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、今年も「緑の募金」を募集させていただきます。 

つきましては、ご多忙のところ恐縮ですが周知、とりまとめ等のご協

力をよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 緑の募金の募集及びとりまとめ方法 

(1) 「各戸協力依頼文書」を配布・募金の周知 

回覧等で緑の募金の協力を周知願います。 

 

(2) 募金の回収 

募金の回収・とりまとめをお願いします。 

※ 回収方法等は、各自治会でご判断いただいて問題ありません。 

 

(3) とりまとめた募金の入金 

下記期限までに、次のいずれかの方法で募金（入金）してくださ

い。 

①市役所２Ｆ 農業振興課の窓口へ持参 

②吉川支所 地域振興課の窓口へ持参 

③市立各公民館の窓口へ持参 

④指定口座へ振込み（指定口座は裏面をご参照ください。） 

※ 振込手数料は各自治会でご負担願います。 

【募金受付期限：令和８年６月末日まで】 

 

 

２ 募金額の目安について 

目安として１戸（１口）あたり 100 円のご協力をお願いします。 

（募金は任意ですので、あくまでお願いの目安です。） 

 

３ 募金を振込する場合の振込先口座 

 次のいずれかの口座にお振込みください。 



※振込手数料は、各地区でご負担願います。 

 

①ＪＡみのり（三木支店）口座への振込み 

金融機関名 みのり農協 

支店名 三木支店 

種別 普通 

口座名義 ﾐｷｼﾘﾖｸｶｽｲｼﾝｲｲﾝｶｲ ｼﾞﾑｷﾖｸﾁﾖｳ ●●●● 

三木市緑化推進委員会 事務局長 ●●●● 

口座番号 ０００７７１３ 

 

②ＪＡ兵庫みらい（志染支店）口座への振込み 

金融機関名 兵庫みらい農協 

支店名 志染支店 

種別 普通 

口座名義 ﾐｷｼﾘﾖｸｶｽｲｼﾝｲｲﾝｶｲ ｼﾞﾑｷﾖｸﾁﾖｳ ●●●● 

三木市緑化推進委員会 事務局長 ●●●● 

口座番号 ０００４２３１ 

 

４ 募金の取扱い（活用方法等）について 

募金は、全額を公益社団法人兵庫県緑化推進協会（緑の募金の実施

主体。以下県協会という。）へ送金します。 

県内の緑化ボランティア活動や森林保全の活動に活用されるととも

に、次の５記載の各地区の緑化推進活動への補助金として交付されて

います。 

 

５ 地区で実施する地域緑化活動への交付金について 

例年、各地区の募金額に応じて、その年度の地域の緑化推進活動に

かかる費用に対して補助金が交付されています。今年度も募金実績に

応じて交付される見込みですので、交付金の詳細は９月の区長協議会

定例理事会でご案内する予定です。 

 

６（参考）昨年度の募金実績について 

令和７年度の募金実績は１，３４４，４３４円でした。 

 

 

 
【お問合せ先】 
三木市緑化推進委員会 
（事務局：三木市 農業振興課） 
TEL 82-2000 (内線 2202) 

実際の配布時には 
人事異動を反映して 
名前を記載します。 



 

市 民 の 皆 様 へ 

 

「緑の募金」へのご協力のお願い 

 

 

 

 

 

山、森、花などの自然は、私たちの暮らしに恵みと豊かさをもたら

してくれています。 

豊かな地球、日本、兵庫県、三木市の環境を残していくため様々な

活動をしてくれている人々がいます。 

そんな活動の支援につながる「緑の募金」に今年も何卒ご協力をお

願いいたします。 

 

毎年集まっている緑の募金の約半分が皆様おひとりおひとりの家庭

募金により成り立っています。 

緑豊かで住みよいまちづくりのために、この活動に対してご理解、

ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

なお、大変心苦しいお願いで恐縮ですが、目安として１戸（１口）

あたり１００円の募金をお願いできれば幸いです。 

 

 

令和８年５月 

三木市緑化推進委員会 

三木市区長協議会連合会 

 







 
令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日  

各 区 長  様 
 

三木市青少年センター  
所長 八幡 良一  

 
「人の目の垣根隊 会員募集中！」の回覧について（依頼）  
 

新緑の候、皆様には、ますますご健勝のこととお喜び申し

あげます。  
日頃は、青少年の健全育成に格別のご理解とご協力を賜り、

厚くお礼申しあげます。  
さて、「地域の子どもは地域で守り育てる」というスローガ

ンのもと、平成１７年２月に発足しました「人の目の垣根隊」

は、近年活動してくださる方が減少傾向にあります。  
つきましては、「人の目の垣根隊 会員募集中！」チラシを

貴自治会の皆様でご回覧くださいますようよろしくお願い申

しあげます。  
 

【問い合わせ】  
三木市青少年センター 担当：八幡・岡本  
〒673-0433 三木市福井 1933 番地の 12 
三木市教育センター内 青少年センター  
電話 0794-83-2020 Fax 0794-82-5881 
E-Mail： seishonen＠ city.miki.lg.jp 



  

   「人の目の垣根隊」会員 募集中！ 
 

～地域の子どもは地域で守ろう～ 

 

１ 募集目的  

子どもたちを温かく見守り支援する大人を地域の中に増やしながら、「地域の子ど

もは地域で守ろう」という意識の醸成を図り、地域の連帯感と教育力を高めること

で、子どもたちが明るくいきいきと生活できる地域社会をつくること。 

 

２ 募集期間  随時 

 

３ 募集対象者 

三木市に在住・在勤の成人の方で、上記目的に賛同し子どもの健やかな成長を願

っておられる方は、どなたでも会員になれます。特別な資格や条件はありません。 

 

４ 主唱  三木市教育委員会 

 

５ 推進機関団体 

三木市・三木警察署・三木防犯協会・三木市交通安全協会・警友会三木支部 

三木市連合ＰＴＡ・三木市子ども会連絡協議会・三木市区長協議会連合会 

三木市女性団体連絡協議会・三木市老人クラブ連合会・三木市青少年補導委員会 

三木市連合民生委員児童委員協議会・三木市更生保護女性会 

 

６ 「人の目の垣根隊」の活動とは 

⑴ 身近な子どもたちに、「おはよう」「こんにちは」「おかえり」「さようなら」と

積極的に声をかける。 

⑵ 良い行いを見かけたら、ためらわずその場で褒める。 

⑶ 事故につながる恐れのある危険な場所、子どもたちが犯罪に巻き込まれる恐れ

のある場所等、地域の環境を点検する。 

⑷ 危険な遊びやルール違反をしている子どもを見つけたら注意する。 

⑸ 小学生等の登下校時の立番や子どもへの付添いを行う。 

⑹ ウォーキング、花の水やり、買い物等の日常活動中に子どもを見守る「ながら

見守り」を行う。 

※ 夜間等は、見守り活動とは考えていませんので、活動はしないでください。 

子どもたちの決められている帰宅時間までの活動をお願いします。 

※ 日常生活の中での個人またはグループによる自主的な活動とし、会員としての

強制や義務を負うものではありません。また、会員の皆様にはあくまで青少年健

全育成ボランティアとして活動していただくため、報酬等はありません。 

 

７ 申込方法 

下記の施設に「会員登録書」を設置していますので、記入し提出してください。 

各公民館、教育センター、三木南交流センター 

  また、三木市ＨＰから「会員登録書」をダウンロードすることができます。 

 

８ 被服等 

名札・帽子・ジャンパー・ベストを貸与します。活動時は、貸与された名札・帽

子・ジャンパーまたはベストを着用してください。 

 

９ 活動の開始について 

人の目の垣根隊会員登録後、居住地または在勤の校区で活動を行ってください。 

 

10 補償制度 

「全国市長会 市民総合賠償保険」、「ひょうご学校応援ボランティア補償制度」

に加入しています。活動中に負傷した場合などは、直ちに下記の人の目の垣根隊事

務局に連絡してください。 

 

11 退会方法 

退会される場合は、青少年センターに退会届を提出し、貸与した帽子・名札・ジ

ャンパー及びベストを返却してください。なお、退会届の提出が困難な場合等は下

記の人の目の垣根隊事務局に連絡してください。 

 

 

 

 

 

きりとり 

人の目の垣根隊会員登録書 
令和  年  月  日 

※会員 No       

ふりがな  

生年月日 

（Ｓ・Ｈ） 

名  前 
  

住  所 
〒    － 

  

電  話 
自宅 携帯 

あなたは、人の目の垣根隊としてどのような活動ができるかご記入ください。 

 

校 区 名 

あなたは、どこの小学校区で活動されますか。 

            小学校区 

※ 会員 No は、事務局で記入します。 

個人情報は、「人の目の垣根隊」活動以外には使用しません。 

 

【問合せ先】 〒673-0433 三木市福井 1933 番地の 12 

人の目の垣根隊事務局（三木市青少年センター） 

電話：0794-83-2020  FAX：0794-82-5881 



（ 公 印 省 略 ） 
事 務 連 絡 
令和８年５月１日  

各区長 様  
              三木市区長協議会連合会長  

               みっきぃ夏まつり実行委員長  
 
   みっきぃ夏まつり２０２６開催に伴う開催協力金  
   について  
 

新緑の候、ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 
さて、人々が集いふれあい、元気で活力あるまち三木市をアピールす

る市民まつりとして、「みっきぃ夏まつり２０２６」を令和８年８月２９

日（土）に開催します。 
模擬店や屋台コーナー、ダンスや和太鼓などのステージイベント、そ

して、クライマックスを飾る大輪の花火の打上げなど、市民の皆様の力

を結集した市民まつりとして開催すべく計画を進めています。 
 しかしながら、昨今の物価高騰等の影響を受け、警備費などの事業費

が大幅に上昇し、運営資金が不足している状況です。 
 これを乗り越え、今後もみっきぃ夏まつりを継続させるため、皆さま

の支援をお願いするものです。 
 つきましては、何卒この趣旨にご賛同いただき、周知のための全戸回

覧にご協力を賜りますようよろしくお願い申しあげます。 
 

記  

 
１ 協力金  １口 ３万円（先着５０口）  
２ 協力金（１口）へのお礼  

(1) 会場内駐車券１台分  
(2) 大迫力で花火が見れる観覧席  

（約 2ｍ×2ｍ（パイプ椅子４脚付））  
３ 募集期間 募集開始から令和８年６月３０日（火）まで  
４ 協力の方法 別紙のとおり  



回覧  
         

         

                     令和８年５月１日 

各 位 

              三木市区長協議会連合会長  
               みっきぃ夏まつり実行委員長  

       

   みっきぃ夏まつり２０２６開催に伴う開催協力金  
   について  

 

新緑の候、ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 
さて、人々が集いふれあい、元気で活力あるまち三木市をアピールす

る市民まつりとして「みっきぃ夏まつり２０２６」を令和８年８月２９

日（土）に開催します。 
模擬店や屋台コーナー、ダンスや和太鼓などのステージイベント、そ

して、クライマックスを飾る大輪の花火の打上げなど、市民の皆様の力

を結集した市民まつりとして開催すべく計画を進めています。 
 しかしながら、昨今の物価高騰等の影響を受け、警備費などの事業費

が大幅に上昇し、運営資金が不足している状況です。 
 これを乗り越え、今後もみっきぃ夏まつりを継続させるため、皆さま

の支援をお願いするものです。 
つきましては、何卒この趣旨にご賛同いただき、ご協力を賜りますよ

うよろしくお願い申しあげます。               
       
 

 
みっきぃ夏 まつり実 行 委 員 会  事 務 局  

三 木 市  市 民 生 活 部  市 民 協 働 課  
℡０ ７ ９ ４ － ８ ２ － ２ ０ ０ ０  
みっきぃ夏 まつり担 当  



みっきぃ夏まつり開催協力金を募集します  
～  特別観覧席をご用意 !! 会場内駐車券付 !! ～  

 
 みっきぃ夏まつりは、模擬店や屋台コーナー、ダンスや和

太鼓などのステージイベント、そしてクライマックスを飾る

大輪の花火の打上げなど、夏の風物詩として長年、市民の皆

さまに親しまれている市民まつりです。  
 しかしながら、昨今の物価高騰等の影響を受け、警備費な

どの事業費が大幅に上昇し、運営資金が不足している状況で

す。  
 これを乗り越え、今後もみっきぃ夏まつりを継続させるた

め、皆さまの支援をお願いするものです。  
 つきましては、誠に恐縮ではございますが、何卒この趣旨

にご賛同いただき、下記のとおりご協力を賜りますようよろ

しくお願い申しあげます。  
 

記  
 
１ 開催日時 令和８年８月２９日（土） 午後４時～  
       （兵庫県立三木総合防災公園）  
 
２ 協力金  １口 ３万円（先着５０口）※1 
 
３ 協力金（１口）へのお礼  
 (1) 会場内駐車券１台分※2 
 (2) 大迫力で花火が見れる観覧席  

（約 2ｍ×2ｍ（パイプ椅子４脚付））  
 
４ 募集期間 募集開始から令和８年６月３０日（火）まで  
 
５ 協力の方法 別紙のとおり  
 
※1 会場内駐車場には限りがあり、先着 50 口とします。  
※2 本年も渋滞対策等として、交通自主規制を実施します。

駐車券がない方は無料シャトルバスでの来場となります。 



みっきぃ夏まつり開催協力金申込書  
 
必要事項にご記入いただき、持参、ＦＡＸ、メール、電子申請

により、申し込んでください。  
 
【注意事項】  
・駐車券は申込に記載している車両のみ有効です。  
・当日は指定したルート及び時間帯以外での進入は出来ませ

ん。駐車場等は係員の指示に従ってください。  
・一般来場者駐車場は会場内及び会場周辺にはございません。 
 
（ﾌﾘｶﾞﾅ）  
氏  名  

 
 

住所  
〒  

電話番号   

メールアドレス   

車種・車両ナンバー    

協力金（1 口 3 万円）    口       万円  

 
１ 協力金 １口 ３万円（先着５０口）  
 
２ 募集期間 募集開始から令和８年６月３０日（火）まで  
       
３ 協力金の入金方法  
 次のいずれかの方法で、令和８年６月３０日（火）までにご

入金お願いします。  
(1) 市役所２階市民協働課の窓口へ直接お届けくだい。 

  （平日午前８時３０分から午後５時までの間で受付） 

(2) 次の口座へお振込みください。 



 

 
 

 
 
  ※振込手数料は各自でご負担願います。  
  ※入金確認のため、必ず申請者名でお振込みください。  
  ※入金確認をもって、正式に応募完了となります。  
  ※定員に達した後に応募された方には、事務局から連絡

します。  
 
４ 観覧席及び駐車場 別紙  
 駐車券等は実行委員会より８月中旬までに記載の住所へ  
郵送いたします。  
 
５ その他  
 雨天時の対応等については、ＨＰにて掲載予定です。各自

ご確認願います。何かご不明な点がございましたら次の事務

局までご連絡願います。  
 
６ 連絡先  
 みっきぃ夏まつり実行委員会事務局（三木市市民協働課）  
 Ｔ Ｅ Ｌ 0794-82-2000（2470）  
 Ｆ Ａ Ｘ 0794-82-9792 
 メ ー ル kyodo@city.miki.lg.jp 
  電子申請 次の二次元コードより  
 
 

 

市ﾎｰﾑ 
ﾍﾟｰｼﾞ 三木市  みっきぃ夏まつり 2026 検索     

二次元コード  

 報  告  
期  限  令和８年６月３０日（火）  

金 融 機 関 名  三井住友銀行 三木支店 

口座種別・番号  普通 ５２９８３１５ 

口 座 名 義  みっきぃ夏まつり実行委員会 

     事務局 三木市市民協働課長 

 

mailto:kyodo@city.miki.lg.jp


案内

シャトルバス

乗降所

会場内駐車場

P

【観覧席】
・2ｍ×2ｍ ブルーシート

・パイプ椅子4脚

みっきぃ夏まつり２０２６

観覧席及び会場内駐車場について

至 押部谷

至 三木東 IC

別紙


